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社会福祉法人清心会福祉サービス苦情処理規程 

（目的） 
第１条 この規程は社会福祉法人清心会(以下「法人」という。)が提供する福祉サー

ビスに対する利用者の苦情について円滑・円満に解決するため、苦情解決体制、苦

情解決の手順等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 
（適用範囲） 
第２条 この規程は、法人が運営する全ての事業について適用する。 

 
（苦情解決責任者） 
第３条 法人は、苦情解決の責任者として苦情解決責任者を置く。 

 
（苦情受付担当者） 
第４条 法人は、サービス利用者からの苦情の受付等の担当者として苦情受付担当者

を置く。 
２ 苦情受付担当者は、次の職務を行う。 
（１） 利用者からの苦情の受付 
（２） 苦情内容、利用者の意向等の確認及び記録 
（３） 受け付けた苦情及びその改善状況等について、苦情解決責任者及び第三者

委員への報告 

 
（苦情解決責任者等の任命） 
第５条 苦情解決責任者及び苦情受付担当者は理事長が任命する。 

 
（第三者委員） 
第６条 法人は、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮し

た適切な対応を推進するため、第三者委員を置く。 
２ 第三者委員は３名とする。 
３ 第三者委員は理事会で選考し、理事長が委嘱する。 
４ 第三者委員の任期は２年とする。 
５ 第三者委員は、次の職務を行う。 
（１） 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 
（２） 苦情内容を受け付けた旨の苦情申し出人への通知 
（３） 利用者からの苦情の受付 
（４） 苦情申出人への助言 
（５） 法人への助言 
（６） 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち合い、助言 
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（７） 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取 
（８） 日常的な状況把握と意見傾聴 

６ 第三者委員への報酬は実費弁償を除き無報酬とする。 

 
（利用者への周知） 
第７条 法人は、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名及び連絡先、

苦情解決の仕組みについて施設内へ掲示し、利用者に周知するものとする。 

 
（苦情の受付） 
第８条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情は随時受け付けるものとする。なお、

第三者委員も直接苦情を受け付けるものとする。 
２ 利用者等から苦情の申し出があったときは、苦情受付書(様式１)に次の事項を記

録するものとする。 
（１） 苦情の内容 
（２） 苦情申出人の希望等 
（３） 第三者委員への報告の要否 
（４） 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立会の要

否 

 
（苦情の報告） 
第９条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員

に報告するものとする。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を拒否している

場合はこの限りではない。 
２ 匿名の苦情についても第三者委員に報告し、必要な対応を講ずるものとする。 
３ 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情の報告を受けたときは、苦情申出人に対

し苦情受付報告書(様式２)により苦情の報告を受けた旨を通知するものとする。 

 
（苦情解決の話し合） 
第１０条 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いにより苦情解決に努めなけれ

ばならない。 
２ 苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要に応じ第三者委員の助言を求めることが

できる。 
３ 第三者委員の立会による苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行

うものとする。 
（１） 第三者委員による苦情内容の確認 
（２） 第三者委員による解決案の調整及び助言 
（３） 話し合い結果及び改善事項等の記録と確認 
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（苦情解決の記録・報告） 
第１１条 苦情受付担当者は、苦情受け付けから解決・改善までの経過と結果につい

て記録しなければならない。 
２ 苦情解決責任者は、第三者委員に対し苦情解決結果報告書(様式３)により苦情解

決結果について報告し、必要な助言を受けるものとする。 
３ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項については、苦情申出人及

び第三者委員に対し一定期間経過後報告しなければならない。 

 
（苦情解決結果の公表） 
第１２条 法人はサービスの質や信頼性の向上を図るため、苦情解決結果について個

人情報を除き事業報告書等に実績を掲載し公表すると共に、必要に応じて施設内へ

掲示するものとする。 

 
   附則 
 この規程は平成１９年６月１日から施行する。 

 
 


